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①カーボンニュートラル実現に向けた目標・取り組み
・改正建築物省エネ法
・建築物のライフサイクルカーボン

②住宅・建築物の省エネ関連の予算概算要求
・サステナブル建築物等先導事業（省CO2先導型）
・建築ＧＸ・ＤＸ推進事業
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＜エネルギー消費の割合＞ （2023年度）

建築物分野：約3割

業務・家庭
31％

運輸
24％

産業
45％

出典:総合エネルギー統計（資源エネルギー庁）
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全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合を義務付け

※建築確認の中で、構造安全規制等の適合性審査と一体的に実施
※ 中小工務店や審査側の体制整備等に配慮して十分な準備期間を確保
しつつ、2025年度までに施行する

大規模
2,000m2以上

中規模

小規模
300m2未満

非住宅 住宅

改正後

適合義務

適合義務

適合義務

適合義務

適合義務

適合義務

非住宅 住宅

改正前

適合義務

説明義務

届出義務

届出義務

説明義務

適合義務

住宅の省エネ改修の低利融資制度の創設（住宅金融支援機構）

形態規制の合理化

住宅金融支援機構法

建築基準法

○ 対象 ： 自ら居住するための住宅等について、省エネ・再エネに資する所
定のリフォームを含む工事

○ 限度額：500万円、 返済期間：10年以内、 担保・保証： なし

絶対高さ制限高効率の

熱源設備

省エネ改修で設置

高さ制限等を満たさないことが、構
造上やむを得ない場合

（市街地環境を害さない範囲で）

形態規制の特例許可

市町村が、地域の実情に応じて、太陽光発電等の再エネ利用設備
※1の設置を促進する区域※2を設定

建築物省エネ法

・ 建築士から建築主へ、再エネ利用設備の導入効果等を書面で説明
・ 条例で定める用途・規模の建築物が対象

再エネ導入効果の説明義務

形態規制の合理化 ※新築も対象

促進

計画

促進計画に即して、再エネ利用
設備を設置する場合

形態規制の特例許可

2017.4～

2021.4～

建築物省エネ法

建築物省エネ法

太陽光パネル等で屋根をかけると建蔽率（建て坪）が増加

省エネ性能表示の推進

・ 販売・賃貸の広告等に省エネ性能を
表示する方法等を国が告示

・ 必要に応じ、勧告・公表・命令

住宅トップランナー制度
の対象拡充

分譲マンションを追加

【改正前】建売戸建、注文戸建
賃貸アパート

【改正後】

低炭素建築物認定・長期優良住宅認定等

非住宅

住宅

▲20％

【改正前】

▲10％

【改正後】

▲30～40％
（ZEB水準）

▲20％
（ZEH水準）

省エネ基準から

省エネ基準から

一次エネルギー消費量基準等を強化

■ より高い省エネ性能への誘導

■ 省エネ性能の底上げ

2017.4～

2021.4～

■ 再エネ利用設備の導入促進

■ ストックの省エネ改修

（参考） 誘導基準の強化［省令・告示改正］

2025年4月施行

2024年4月施行

2022年9月施行

2024年4月施行

2023年4月施行

2023年4月施行
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＜建築物のライフサイクル全体での
省CO2化の推進＞

＜大手事業者による市場の牽引＞

Ｚ
Ｅ
Ｈ
・
Ｚ
Ｅ
Ｂ
水
準
の
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エ
ネ
性
能
の
確
保
を
目
指
す

●建築物省エネ法改正
（2022年6月）

2030年
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ッ
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で
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2050年2025年

新
築

既
存

＜全面義務化に向けた準備＞

＜関係省庁連携によるZEH・ZEB等への支援＞

＜建材・設備の性能向上＞

＜省エネ性能が高い建築物が選択される市場環境の整備＞

＜住宅・建築物の省エネ改修の推進＞

全
面
義
務
化

＜義務基準の引上げ＞

2022年

●全面義務化の施行
（2025年4月）

・2030年までに
ZEH・ZEB水準に引上げ

・基準・マニュアル類の整備
・講習等の実施

・省エネ法の建材・機器TR制度の基準強化

・特に住宅の改修について、補助・税・融資を総動員して推進

＜誘導基準の強化＞

規
制
（
底
上
げ
）

誘
導
（
よ
り
高
い
省
エ
ネ
性
能
）

・関連制度における基準をZEH・ZEB水準に引上げ

・住宅TR制度の対象に分譲マンションを追加するとともに、基準強化

・販売・賃貸時における省エネ性能の表示制度の強化

現在

継続的
に見直
し

2023年度から

2024年度から

2022年10月から
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省エネ基準に関する問合せは

省エネサポートセンター
（一財）住宅・建築SDGs推進センターで受け付けています。

受付時間:平日 9:30～12:00 ／ 13:00～17:30
URL:https://www.ibecs.or.jp/ee_standard/faq.html

メール :（住宅）hsupport@ibecs.or.jp
（非住宅）bsupport@ibecs.or.jp

ＴＥＬ :0120-882-177
※ご質問の前に上記URLのよくある質問と回答を
ご確認ください。

※電話は混み合う事がありますので、なるべくメール
をご利用ください。

設計・工事監理に関する問合せは

建築物省エネアシストセンター
（一社）日本設備設計事務所協会連合会で受付けています。

受付時間:平日 10:00～12:00 ／ 13:00～16:00
URL:https://www.jafmec.or.jp/eco/#eco2

メール :assist_center01@jafmec.or.jp
ＦＡＸ :03-5276-3537
ＴＥＬ :03-5276-3535

※ご質問の前に上記URLのよくある質問と回答を
ご確認ください。

※電話は混み合う事がありますので、なるべくメール、
FAXをご利用ください。

※上記サイトにて、省エネ計算を引受可能な設備設計
事務所リストを公開しています。

主に省エネ適合性判定の申請者及び省エネ措置の届出者を対象と
して以下の質問を受け付けています。
１）住宅及び建築物に関する省エネルギー基準・計算支援プロ グ

ラムの操作等
２）省エネ適合性判定、省エネ措置届出に関する一般的な事項

8
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● 我が国の分野別CO2排出量

(15.1％) 建築物使用時のエネルギー使用に伴うCO2排出 （オペレーショナルカーボン）
•
•

建築物の建設・維持保全・解体に伴うCO2排出 （エンボディドカーボン）

出典：2022年度の我が国の温室効果ガス排出・吸収量について（2024年4月環境省）を元に国土交通省が作成

● 国際的な動き

● 企業財務・金融・会計上の要請

(注）企業のバリュー・チェーンで発生する間接的な温室ガス排出で、上流及び下流の両方の排出を含む。企業の直接的な温室ガス排出は、Scope1(燃料の燃焼）、Scope2（電気の使用）という。

● 国内での先行的な取組




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ライフサイクルカーボンの構成イメージ

アップフロント
カーボン
22％

オペレーショナル
カーボン
52％

J-CATケーススタディ平均値（全用途）N=26

エンボディド
カーボン
48％

ライフサイクルカーボン（ホールライフカーボン）

オペレーショナルカーボン

資材製造
段階

施工
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工
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全

修
繕
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換
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修
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解
体
・
撤
去

廃
棄
物
の
輸
送

中
間
処
理

廃
棄
物
の
処
理

使用段階
(光熱水関連)

エネルギー消費

水消費

アップフロントカーボン

エンボディドカーボン

境界外の
補足情報

再
利
用

・
リ
サ
イ
ク
ル
・
エ

ネ
ル
ギ
ー
回
収
に
よ

る
便
益
と
負
荷

使
用※

使用段階
(光熱水関連)

エネルギー消費

水消費

✕
✕ ✕

出典：令和６年度 ゼロカーボンビル（LCCO2ネットゼロ）推進会議 報告書（令和７年３月、
IBECs、JSBC）p.71 「図3.5-1. ケーススタディ算定結果の分布」のグラフをもとに作成 10
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令和８年度予算概算要求額：
環境・ストック活用推進事業（47.79億円）の内数

拡充

先導性の高い住宅・建築物の省エネ・省ＣＯ２プロジェクトについて民間等から提案を募り、支援を行う

事業の成果等を広く公表することで、取り組みの広がりや社会全体の意識啓発に寄与することを期待

【概要と目的】

【省エネ・省CO2の実現性に優れたリーディングプロジェクトのイメージ】

【対象となる事業】

【補助額・スケジュール等】

＜補助対象＞ 設計費、建設工事費等のうち、先導的

と評価された部分

＜補 助 率＞ 補助対象工事の１／２ 等

＜限 度 額＞ 原則３億円／プロジェクト 等

＜事業 期間＞ 採択年度を含め原則４年以内 等

※省CO2に係るﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑの整備や技術の検証事業も対象

先導技術の一例

地中熱

■パーソナル空調、照明の
可変・ゾーニング制御等の
ウェルネス空間の創出

■避難者受け入れ等の
BCP・LCPの拠点の整備

■熱・電力融通、エリア
熱回収等の広域での
エネルギーマネジメント

■生ゴミ発電、井水HP等の
未利用エネルギーの活用

帰宅困難者
受け入れ

電力・
熱融通

ウェルネス
オフィス

■地域の卓越風
の最適利用に
よる省エネ化

■太陽光発電と
蓄電池の併用
によるレジリエ
ンス性の向上

■高い断熱性能
による省エネ化

■HEMSによる
エネルギー消
費の最適制御

建築物 住宅

「先進性」と「普及・波及性」を兼ね備えたプロジェクトを先導的と評価

・学識経験者から構成される評価委員会において評価し、採択を決定

・「ライフサイクルカーボンをより的確に算出し削減する取組」に

資するプロジェクト等を積極的に評価

住宅建築物（非住宅）

一般※

（戸建、共同）

中小規模
建築物

一般※

○○○新築

○－○改修
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令和８年度予算概算要求額：
住宅・建築物カーボンニュートラル総合推進事業（333.60億円）の内数

建築物のLCAの実施によるLCCO2削減の推進（GX）と建築BIMの普及拡大による生産性向上の推進（DX）を一体的・総合
的に支援し、取組を加速化させることを目的として、「建築GX・DX推進事業」を創設する。

＜BIM活用型＞
• 次の要件に該当する建築物であること

耐火/準耐火建築物等 省エネ基準適合

• 元請事業者等は、下請事業者等による建築BIMの導入を支援すること

• 元請事業者等は、本事業の活用により整備する建築物について、維持
管理の効率化に資するBIMデータ整備を行うこと

• 元請事業者等または下請事業者等またはその両者は、上記のうち大規
模な新築プロジェクトにあっては、業務の効率化又は高度化に資するもの
として国土交通省が定めるBIMモデルの活用を行うこと

• 元請事業者等及び下請事業者等は、 「BIM活用事業者登録制度」に
登録し、補助事業完了後３年間、BIM活用状況を報告すること。また、
国土交通省が定める内容を盛り込んだ「BIM活用推進計画」を策定す
ること

＜LCA実施型＞
• LCA算定結果を国土交通省等に報告すること（報告内容をデータベー
ス化の上、国土交通省等において毎年度公表）

• 国土交通省等による調査に協力すること

※ BIMモデルを作成した上でLCAを行う場合は、BIM活用型、LCA実
施型のいずれの要件も満たすこと

● 補助要件 ● 補助額等

＜BIM活用型＞
• 設計調査費及び建設工事費に対し、BIM活用による掛かり増し費用の
1/2を補助（延べ面積に応じて補助限度額を設定）

＜LCA実施型＞
• LCAの実施に要する費用について、上限額以内で定額補助
BIMモデルを作成せずにLCAを行った場合:650万円／件
BIMモデルを作成した上でLCAを行う場合:500万円／件

※ LCA算定に必要なCO2原単位も策定する場合の上限額は、400万円
を加算

BIMモデルと部材等のCO2原単位を紐づけ

＜BIMモデルを活用したLCAの実施イメージ＞

継続


